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船舶事故調査報告書 

 

                            平成３１年１月２３日      

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  佐 藤 雄 二（部会長） 

                         委   員  田 村 兼 吉 

                         委   員  岡 本 満喜子 

 

事故種類 衝突 

発生日時 平成３０年１月１３日 １２時２９分ごろ 

発生場所 三重県志摩市安乗
あ の り

埼東南東方沖 

 安乗埼灯台から真方位１１５°４.４海里（Ｍ）付近 

（概位 北緯３４°２０.１′ 東経１３６°５９.２′） 

事故の概要 貨物船第七新栄
しんえい

丸は、南西進中、また、遊漁船功
こう

成
せい

丸は、錨泊中、

両船が衝突した。 

功成丸は、釣り客１人が負傷し、右舷船尾部外板の凹損等を生じ、

また、第七新栄丸は、右舷船首部外板に擦過傷を生じた。 

事故調査の経過 平成３０年１月１５日、本事故の調査を担当する主管調査官（横浜

事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

Ａ 貨物船 第七新栄丸、４９９トン  

１４０７３４、新田海運株式会社、個人所有 

７４.７１ｍ×１２.００ｍ×７.３５ｍ、鋼 

ディーゼル機関、１,４７１kＷ、平成２０年１月 

Ｂ 遊漁船 功成丸、１６トン  

ＭＥ２－５７２１（漁船登録番号）、個人所有 

１４.９５ｍ（Lr）×４.０８ｍ×１.７０ｍ、ＦＲＰ 

ディーゼル機関、５３６.９０kＷ、平成１３年７月２６日 

第２４３－３４９７２号（船舶検査済票の番号） 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ 男性 ４５歳 

四級海技士（航海） 

   免 許 年 月 日 平成１２年２月１０日 

     免 状 交 付 年 月 日  平成２７年２月６日 

免状有効期間満了日 平成３２年２月２４日 

Ｂ 船長Ｂ 男性 ５８歳 

一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

    免許登録日  昭和６３年９月５日 

    免許証交付日 平成２５年７月２２日 

           （平成３０年９月４日まで有効） 

 死傷者等 Ａ なし 
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Ｂ 軽傷 １人（釣り客Ｂ） 

 損傷 Ａ 右舷船首部外板に擦過傷 

Ｂ 右舷船尾部外板に亀裂を伴う凹損、船尾スパンカに折損 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 北西、風力 ５、視界 良好 

海象：波高 約１ｍ 

 事故の経過 

 

Ａ船は、船長Ａほか３人が乗り組み、鋼材約１,６５０ｔを積載

し、平成３０年１月１１日００時００分ごろ徳島県徳島小松島港に向

けて北海道室蘭市室蘭港を出港した。 

 Ａ船は、船長Ａが、１３日１２時００分ごろ前直の航海士から引き

継いで単独の船橋当直につき、船橋中央部の舵輪の後方に立って操船

に当たり、渥美半島南方沖を約１１ノットの対地速力で自動操舵によ

り南西進した。 

船長Ａは、１２時１０分ごろ右舷船首方３～４Ｍ付近に南進するＢ

船を視認し、Ｂ船がＡ船の船首方を通過していくと思い、前路に航行

の支障となる船舶はいなかったので、２月５日から予定されていたド

ックが気になり、船橋左舷後部の海図台で船尾方を向き、ドックオー

ダーの作成に取り掛かった。 

Ａ船は、安乗埼東南東方沖を航行中、船長Ａが、時折顔を上げて船

首方を確認しながらドックオーダーの作成を行っていたところ、１２

時２９分ごろふと船首方を見たとき、右舷船首至近にＢ船を認めてＡ

船とＢ船とが衝突したと思い、手動操舵に切り替えて徐々に減速しな

がら右舵一杯を取り、主機を後進として行きあしを止め、漂泊した。 

Ａ船は、船長Ａが、海中転落者がいないか確認した後、本事故の発

生をＶＨＦ無線電話で海上保安庁に通報するとともに船舶所有会社に

携帯電話で連絡し、海上保安庁からの指示により三重県鳥羽市鳥羽港

に入港した。 

Ｂ船は、船長Ｂが１人で乗り組み、釣り客Ｂほか釣り客１０人を乗

せ、１１時５０分ごろ鳥羽市国崎
く ざ き

漁港を出港し、１２時１５分ごろ同

漁港南東方５.５Ｍ付近の釣り場に到着した。 

Ｂ船は、船長Ｂが、周囲を見渡し、船首から錨を投入した後、黒色

の球形形象物を表示して主機を停止し、船首を西に向けた状態で錨泊

した。 

 船長Ｂは、釣り開始のアナウンスを行い、甲板を一回りした後、操

舵室に戻り、操縦席に腰を掛けて間もなく、右舷船尾部の釣り客の叫

び声を聞き、右舷船尾方を見たところ、至近にＡ船を視認した。 

Ｂ船は、船長Ｂが、汽笛を鳴らしても間に合わないと思い、主機を

始動して少しでも移動しようとエンジンキーを回したものの主機が始

動せず、２～３回試みたものの主機を始動できずにいたところ、Ａ船

と衝突した。 

Ｂ船は、左舷船首部にいた釣り客Ｂがブルワークに左肩をぶつけて
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打撲傷を負い、船長Ｂが、Ａ船の乗組員に本事故の発生を海上保安庁

に連絡するよう要請した後、国崎漁港に向けて帰航を開始し、帰航中

に１１８番通報した。 

（付図１ 航行経路図、付表１ Ａ船のＡＩＳ記録（抜粋） 参照） 

 その他の事項  船長Ａは、ドックオーダーを作成する際、時折顔を上げて船首方を

確認していたつもりであったが、考え事をしていて見張りがおろそか

になり、前路で錨泊していたＢ船を見落としたと本事故後に思った。 

船長Ｂは、錨泊時、周囲を見渡し、北方で釣りをしていた船舶の他

に船舶を見掛けなかったので、接近する船舶はいないと思っていた。 

Ｂ船の主機は、クラッチが中立の位置にないと始動できない機構に

なっており、船長Ｂは、本事故後にクラッチレバーの位置を見たとこ

ろ、中立より少し前の位置にあったので、エンジンキーを回す際、慌

てていてクラッチレバーに手が触れ、クラッチレバーが少し前に動

き、始動できなかったと本事故後に思った。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

 

Ａ あり、Ｂ あり 

Ａ なし、Ｂ なし 

Ａ なし、Ｂ なし 

Ａ船は、安乗埼東南東方沖を南西進中、船長Ａが、右舷船首方を南

進するＢ船がＡ船の船首方を通過して前路に航行の支障となる船舶は

いないと思い、船橋左舷後部の海図台で船尾方を向き、ドックオーダ

ーを作成することに注意を向け、船首方の見張りを適切に行っていな

かったことから、前路で錨泊しているＢ船に気付かずに航行し、Ｂ船

と衝突したものと考えられる。 

 Ｂ船は、安乗埼東南東方沖で錨泊中、船長Ｂが、接近する船舶はい

ないと思い、周囲の見張りを適切に行っていなかったことから、右舷

船尾方から接近するＡ船に気付くのが遅れ、Ａ船を避航しようとして

主機の始動を試みたものの始動できず、Ａ船と衝突したものと考えら

れる。 

原因  本事故は、安乗埼東南東方沖において、Ａ船が、南西進中、Ｂ船が

錨泊中、船長Ａが、右舷船首方を南進するＢ船がＡ船の船首方を通過

して前路に航行の支障となる船舶はいないと思い、船橋左舷後部の海

図台で船尾方を向き、ドックオーダーを作成することに注意を向け、

船首方の見張りを適切に行っていなかったため、前路で錨泊している

Ｂ船に気付かずに航行し、また、船長Ｂが、接近する船舶はいないと

思い、周囲の見張りを適切に行っていなかったため、右舷船尾方から

接近するＡ船に気付くのが遅れ、両船が衝突したものと考えられる。 

再発防止策 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・航行中、周囲に船舶を視認した際は、動向を継続して監視し、常
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時適切な見張りを行うこと。 

・錨泊中であっても周囲の見張りを適切に行い、接近する船舶に対

しては、早期に、汽笛等有効な音響による信号を行って注意喚起

し、衝突を回避すること。 
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付図１ 航行経路図 

  

                

 

 

 

 

事故発生場所 

（平成３０年１月１３日 

 １２時２９分ごろ発生） 

渥美半島 

三重県 

愛知県 

安乗埼 

安乗埼灯台 

 鳥羽市 

 志摩市 

 三 重 県 

国崎漁港 

Ａ船 

Ｂ船 

（錨泊中） 
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付表１ Ａ船のＡＩＳ記録（抜粋） 

 

 

時 刻 

（時：分：秒） 

船  位※  

対地針路※ 

（°） 

 

船首方位※ 

（°） 

 

対地速力 

（kn） 

北 緯 

（°-′-″） 

東 経 

（°-′-″） 

   12:09:20 34-22-51.8 137-02-07.4 220.8 220 11.1 

12:10:20 34-22-43.7 137-01-58.8 222.2 220 11.1 

12:11:50 34-22-31.4 137-01-45.8 221.9 220 10.9 

12:12:49 34-22-23.3 137-01-37.3 218.0 221 10.8 

12:13:49 34-22-15.2 137-01-28.5 221.9 221 10.9 

12:14:29 34-22-09.8 137-01-22.8 219.1 220 11.1 

12:15:49 34-21-58.9 137-01-11.3 218.7 219 10.7 

12:16:49 34-21-50.7 137-01-02.8 223.4 222 10.7 

12:17:49 34-21-42.7 137-00-54.2 220.7 221 10.8 

12:18:50 34-21-34.8 137-00-45.5 221.9 220 10.6 

12:19:50 34-21-26.8 137-00-37.0 223.5 222 10.7 

12:20:19 34-21-23.1 137-00-32.7 222.1 221 10.6 

12:21:30 34-21-13.4 137-00-23.1 218.7 219 10.8 

12:22:50 34-21-02.5 137-00-12.1 217.9 217 10.7 

12:23:50 34-20-54.4 137-00-03.7 220.3 220 10.5 

12:24:50 34-20-46.3 136-59-55.5 218.7 217 10.5 

12:25:50 34-20-38.1 136-59-47.2 221.5 218 10.8 

12:26:50 34-20-30.0 136-59-38.8 221.5 219 10.6 

12:27:50 34-20-21.8 136-59-30.6 220.6 219 10.6 

12:28:50 34-20-13.8 136-59-22.3 220.7 219 10.6 

12:29:50  34-20-06.2 136-59-14.4 220.9 220  8.9  

※船位は、船橋上方に設置されたＧＰＳアンテナ位置である。また、対地針路及び船首方位は真

方位である。 

 

 


